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○○○水辺愛護会規約		　（モデル規約）

（名称）
第１条　本会は、○○○愛護会（以下「本会」という。）と称する。
（目的）
第２条　本会は、○○○水辺の環境を良好に保ち、快適に水辺とふれあい親しむことができるように、美化活動等を実施し、水辺愛護精神の高揚を図る。
（構成）
第３条　本会は、前条の目的に賛同する（地域住民又は自治会・町内会、商店会、学校、企業、NPO法人等に所属）を中心に構成する。
（活動）
第４条　本会は、目的達成のため、次の活動を行う。
（１）清掃、除草
（２）その他愛護会の目的達成のため必要な活動
（役員）
第５条　本会に次の役員を置く。
会長	１名
副会長	１名
会計	１名
監事	１名
（役員の任務）
第６条　役員は次の任務を行う。
（１）会長は、本会を代表し、会の事務を掌握する。
（２）副会長は会長を補佐し、会長に事故等のあるときは、その職務を代理する。
（３）会計は会計事務を行う。
（４）監事は会計監査を行う。
（役員の任期）
第７条　役員の任期は１年とする。ただし、再任をさまたげない。
（総会）
第８条　本会の総会は、年１回会長が招集し、会長が議長となり、活動に関し重要な事項等を審議決定する。
（経費）
第９条　本会の経費は会費及び横浜市の補助金等をもってあてる。
（会計年度）
第10条　本会の会計年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。





附則
この会則は令和　　　年　　月　　日から施行する。






